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⚠ 令和６年６月からの定額減税について                          

令和 6年 6月以降最初の給与（または賞与）から定額減税が実施されます。 

   詳細は「国税庁ＨＰ 定額減税特設サイト」をご参照ください 

   （上記サイトにも、各人別の控除額残額管理表（Excel）があります。 

 

 

      

 

    

    

    

⚠ 令和６年労働保険年度更新について                  

   本年度の労働保険年度更新の届け出期間は、6/3（月）～7/10（水）です。 

 

    

 

 

⚠ 令和６年社会保険算定について                    

   本年度の社会保険算定の届け出期間は、7/1（月）～7/10（水）です。 

   日本年金機構より 6月中旬に申請書類が送付されます。 

 

    

 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/index.htm?v=747


 

 

 

来年４月から自己都合退職者の基本手当の給付制限の扱いが変わります          

◆改正雇用保険法が成立 

  ５月 10日、改正雇用保険法が成立しました。改正項目は、育児休業に関する給付新設、教育訓

練やリ・スキリング支援の充実や雇用保険の適用拡大など、多岐にわたります。（育児休業に関す

る給付新設を含む子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案は参議院で審議中）。 

 

◆自己都合退職者の基本手当の給付制限はどう変わる？ 

   令和７年４月１日から、法改正により、要件を満たす公共職業訓練等を受ける受給資格者は給付

制限なく基本手当を受給できるようになります。 

  また通達の改正により、正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間が１カ月

に短縮されます。ただし、短期で入退社を繰り返すのを防止するため、５年間で３回以上正当な理

由のない自己都合退職を行った人の給付制限期間は３カ月とされます。 

 

◆育児休業に関する新給付 

令和７年４月１日から、育児休業に関する２つの給付が創設されます。 

 出生後休業支援給付は、子の出生後間もない期間に両親がともに 14日以上育児休業を取得した場

合、休業開始前の賃金の 13％が最大 28日分、支給されます。 

   育児時短就業給付は、２歳未満の子の養育のため所定労働時間を短縮して短時間勤務を行う場合

の賃金減額分の一部を補助するもので、短時間勤務中に支払われた賃金の約 10％が支給されます。 

 

◆雇用保険の適用拡大 

   令和 10年 10月１日から、「31日以上継続して雇用されることが見込まれ」かつ「１週間の所定

労働時間が 10時間以上」の労働者が雇用保険に加入することとなります。被保険者資格取得手続

を行う機会が大幅に増えるほか、基本手当の受給や離職票の作成にも影響が及ぶため、今後の情報

を注意深く確認する必要があります。 

 

中小企業の賃上げ状況と企業規模による格差拡大～帝国データバンクアンケート調査結果 

◆賃上げの求めと中小企業の状況 

2024年の春闘では、日本労働組合総連合会（連合）が４月４日に発表した集計結果によれば、全

体の賃上げ率は平均で 5.24％と 33年ぶりの高水準となりました。 

人手不足や物価高騰を背景に賃上げが求められる状況が続いていますが、大企業が積極的に賃上げ

策を進める一方、中小企業では賃上げに対する厳しい状況が見えてきます。 

 

◆「小規模企業」の賃上げ実施割合は全体を 10ポイント以上下回る 

帝国データバンクが 2024年４月 18日に公表した調査によれば、2024年度の賃上げ実施割合は

77.0％と高水準ですが、規模別に「賃上げ」する／した企業の割合をみると、「大企業」は

77.7％、「中小企業」は 77.0％とほぼ同水準となった一方で、「小規模企業」は 65.2％と全体



 

 

 

（77.0％）を 11.8ポイント下回る結果となっています。 

 

◆新卒社員の採用 「大企業」76.2％、「小規模企業」23.7％ 

同調査では、2024 年度入社における新卒社員の採用状況についても尋ねており、「採用あり」は

45.3％、「採用なし」は 53.1％となっています。これを規模別に「採用あり」の割合をみると、「大

企業」は 76.2％と全体を約 30ポイント上回った一方で、「中小企業」は 40.9％、「小規模企業」は

23.7％となっており、企業規模別の差が大きいことがわかります。 

 

◆広がる格差と人手不足への対応 

 同調査では、中小企業から「大企業との賃上げ格差が拡大し、人材の確保が一段と困難になって

いる」との声も聞かれたことが示されています。 

   資金的余裕がないため賃上げしたくてもできないという中小企業は多い状況下で、賃上げが進む

大企業との賃金格差、またそれによる人手不足はますます深刻化していくものと思われます。生産

性を高める様々な施策とともに、他社と差別化した人材確保の諸施策もあわせて検討していきたい

ところです。 

 

高齢社員のさらなる活躍推進に向けて～経団連の報告書から               

少子高齢化の急激な進行により、持続的な成長や労働力不足への対応には多様な人材の活用が重要

となっています。なかでも高齢者の就労意欲は高く、就職率も上昇傾向にあります。一方で高齢者雇

用にあたっては、賃金水準の問題をはじめ、多くの課題もあります。このような状況をうけ、経団連

は４月 16日、各種調査等を踏まえ取りまとめた報告書を公表しました。 

 

◆現状と課題 

   高年齢者雇用安定法への対応状況について、多くの企業において「継続雇用制度の導入」という

措置をとっていることを示したうえで、以下を例として、項目別の現状と課題をまとめています。 

○職務・役割、賃金水準・賃金制度 

 多くの企業では高齢社員の職務は従前と同様か縮小して割り当てられ、基本給等の水準が下げら

れるケースが多い。こうしたことは高齢社員のエンゲージメント・パフォーマンスの低下とつな

がっている可能性がある。 

○人事制度評価 

   高齢社員への人事評価の基本給への反映や本人へのフィードバックを行わないケースがみられ

る。 

○マネジメント 

 半数程度の企業で高齢社員のマネジメントや関係性に課題を感じているとされる。加齢に伴う個

人差の拡大を踏まえ、職場環境や働き方における個別の配慮・マネジメントや、良好な関係の構

築が必要となっている。 

 

◆課題解決に向けた対応 



 

 

 

   課題解決に向けた基本的な考え方として、①高齢社員のさらなる活躍推進、②能力や知識等に適

した職務・役割の割り当て、そして③成果・貢献度を評価して適切に処遇に反映することを挙げて

います。それと同時に、従来のイメージにとらわれずに高齢者の心身等の変化を認識することが重

要としています（例：「結晶性知能」は加齢による影響を受けにくい、ワーク・エンゲージメント

は加齢に伴って上昇する傾向にある 等）。 

  また、以下を例として、項目別の具体的対応をまとめています。 

○職務・役割、賃金水準・賃金制度 

・自社の実情等に応じた廃止も含めた役職定年制のあり方の検討 

・高齢社員による創意工夫の促進 

○人事評価制度 

・同一労働同一賃金の観点による検討 

・定年年齢の引上げや定年廃止を検討している企業において、退職金制度を有している場合、そ

のあり方を含めた検討 

○マネジメント 

・個別事情に配慮した別制度による運用の検討 

   ・評価結果のフィードバックの実施、処遇への適切な反映 

 

◆今後の方向性 

   同報告書は、高齢者雇用制度を「定年設定型」と「定年廃止型」に大別し、現状、「定年設定

型」のうち、「定年後に適用する人事・賃金制度を別建て」とする企業が大勢であるとしていま

す。そのうえで、高齢社員の活躍推進に資する様々な施策の中から、自社にとって最適な「自社型

雇用システム」確立の一環として、検討・見直ししていくことが望ましいとしています。 

 

総務省が「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」公表                 

◆クラウドの設定ミスによるトラブルが増加 

クラウドサービスが普及し、重要な社会インフラになるとともに、その設定ミスによるトラブル

が増えています。クラウドの設定ミスによるリスクには、情報漏洩等がありますが、特に個人情報

や機密情報が漏洩すると、より深刻な事態につながります。 

設定ミス→情報漏洩、ファイル破壊→信用失墜・損害賠償、復旧コストの発生→受注機会の喪失や

損失の発生 

 

◆総務省が４月 26日、「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」を策定・公表 

ガイドブックは、昨年 10月に公表された「クラウドサービス利用・提供における適切な設定の

ためのガイドライン」の内容をわかりやすく解説したものです。クラウドサービスを利用する企業

等を主なターゲットにしており、クラウドの設定ミス防止に役立ちます。 

ガイドブックでは、設定ミスの対策の前提となる基本的な考え方、設定ミスの対策等について解

説しています。また、クラウドサービスの最新動向についてもコラムとして紹介されています。 

 



 

 

 

◆設定ミスの事例 

デフォルト変更の事例、個人利用の事例、業務委託先のミスの事例が取り上げられています。例

えば、業務委託先のミスとして、自社のシステムをクラウドに移行する際に、ストレージの設定が

「公開」になっていたため、長期間機密情報が公開されていたという事例（業務委託先による設定

ミスによるもの）がありました。 

 

◆設定ミスの対策 

以下、４つの観点から設定ミスの対策が解説されています。 

①「組織・ルール」（責任者・担当者を明確にする、複数の人材を配置（設定する人とチェック

する人をわける）、方針とルール作成） 

②「人」（人材育成の計画、情報収集や関係者とのコミュニケーション） 

③「作業手順」（作業規則や作業マニュアルの作成） 

④「ツール」（支援ツールの導入） 

【総務省「クラウドの設定ミス対策ガイドブック」】 

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944467.pdf 

 

中小企業、労務費増加分の価格転嫁は十分に進まず足踏み～日本商工会議所の調査より   

日本商工会議所は４月 30日、「商工会議所ＬＯＢＯ（早期景気観測）」の４月調査結果を発表し

ました。全国の会員企業 2,472社を対象に調査したもので、2024年４月 12日～18日に実施し、

2,033社から回答を得ています。今月の付帯調査「コスト増加分の価格転嫁の動向」によると、持

続的な賃上げに向けて課題となっている労務費の増加分の転嫁は、まったくできていない企業が

25.6％に上っています。 

原材料費やエネルギー費を含めたコスト全体の価格転嫁については、50.9％の中小企業が上昇分

の４割以上を転嫁できていますが、2023年 10月の前回調査より 4.4ポイント低下しています。

2023年 11月には公正取引委員会が、中小企業の賃上げ分の価格転嫁を促す指針を公表しました

が、転嫁が十分に行われていない状況です。 

 

◆価格協議が実施できた企業は７割超、４割以上の価格転嫁ができた企業も５割超 

 発注側企業との「価格協議の動向」については、「協議を申し込み、話し合いに応じてもらえ

た」66.0％、「コスト上昇分の反映の協議を申し込まれた」7.7％で、合計すると「協議できてい

る」企業は 73.7％と、2023年 10月調査から 0.7ポイント減少しているものの、７割超と高水準で

あり、価格協議は浸透しているといえます。 

   一方、コスト増加分の「価格転嫁の動向」については、50.9％の企業が「４割以上の価格転嫁」

が実施できていますが、2023年 10月調査から 4.4ポイント減少しています。 

 

◆労務費増加分では、価格転嫁がまったくできていない企業が 25.6％ 

コスト増加分のうち労務費増加分の「価格転嫁の動向」については、「４割以上の価格転嫁」が

実施できた企業は 33.9％で、2023年 10月調査から 0.8ポイント減少とほぼ横ばいとなっていま

https://www.soumu.go.jp/main_content/000944467.pdf


 

 

 

す。また、まったく価格転嫁できていない企業は 25.6％あり、価格転嫁の進捗は足踏みしている実

態が懸念されます。 

 

 

 

６月の税務と労務の手続［提出先・納付先］                      

 

3日 

○労働保険の年度更新手続の開始＜7月 10日まで＞［労働基準監督署］ 

 

10日 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○特例による住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

 

７月 1日 

○個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第 1期分＞［郵便局または銀行］ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安

定所］ 

 

雇入時及び毎年一回 

○健康診断個人票［事業場］ 


